
議案第４号 
                                      

合併の方式について 
 
   合併の方式については、次のとおりとする。 
 
     平成１６年６月２５日提出 

 
                    さいたま市･岩槻市合併協議会 
                     会 長  相 川 宗 一 
  
 

項目 合併の方式 

岩槻市を廃し、その区域をさいたま市に編入する編入合併とする。 

 
 
 
 
 
 



資 料 
 

編入合併の概要 

 

項 目 内      容 根拠法令 

定 義 
市の区域の全部若しくは一部を他の市に編入することで市の

数の減少を伴うもの。 
合併特例法第 2条 

法人格 編入する市の法人格が継続する。 合併特例法第 2条 

合併市の名称 編入する市の名称となる。 自治法第 3条 

財産の取扱い 編入する市が引き継ぐ。 自治法第 7条 

事務所の位置 編入する市の事務所の位置となる。 自治法第 4条 

区の設置 
編入する市の区は、そのまま存続し、編入される市の区域は、

新区又は編入する市の区の一部となる。 
自治法第 252 条の 20 

市長 編入する市の長は変わらず、編入される市の長は失職する。 自治法第 139 条 

原則 

編入する議会の議員は在任し、編入される市の議会の議員は

失職する。（合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行

う。） 

自治法第 89 条、第 91

条、公選法第 15 条 

議会の議員 

特例 

次のいずれかによることができる。 

(1) 増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙において編入

合併の特例定数とする。（増加分は編入された区域に配

分） 

(2) 編入される市の議会の議員で合併市の議会の議員の被

選挙権を有することとなる者は編入する市の議会の議員の

残任期間だけ在任する。この場合、更に最初の一般選挙に

おいて編入合併の特例定数を採ることができる。 

 

 

合併特例法第 6条 

 

 

 

合併特例法第 7条 

原則 
編入する市の委員はそのまま在任し、編入される市の委員は

全て失職する。 
農委法第 3条 

農業委員会

の委員 
特例 

編入される市の委員（選挙）のうち、合併市の農業委員会の委

員の被選挙権を有することとなる者は、40人までの範囲で、編

入する市の委員の残任期間在任できる。 

合併特例法第 8条 

特別職の職員 
編入する市の特別職の職員は在任し、編入される市の特別

職の職員は全員失職する。 

自治法第 161 条、第 168

条 

一般の職員 
編入する市の職員は、在任し、編入される市の職員は、全員

編入する市に引き継がれる。 
合併特例法第 9条 

条例・規則 
編入する市の条例・規則を適用する。（合併に伴い必要な改

正を行う。） 
合併特例法第 2条 

※１ 合併特例法とは、「市町村の合併の特例に関する法律」をいう。 

※２ 自治法とは、「地方自治法」をいう。 

※３ 公選法とは、「公職選挙法」をいう。 

※４ 農委法とは、「農業委員会等に関する法律」をいう。 


